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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 
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す
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質
問
主
意
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当
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
東
京
都
下
で
あ
り
な
が
ら
府
中
市
は
市
内
が
三
つ
の
「
単
位
料
金
区
域
」
に
分
か
れ
て
お

り
、
そ
の
た
め
同
一
市
内
で
も
違
う
「
単
位
料
金
区
域
」
に
電
話
を
か
け
る
と
き
は
、
市
外
扱
い
で
時
間
も
十
円
で

一
通
話
一
分
二
十
秒
と
半
分
以
下
と
な
つ
て
い
る
。 

公
平
に
提
供
す
る
こ
と
を
図
る
」
に
も
反
す
る
ば
か
り
か
、
市
民
に
多
大
な
負
担
と
な
つ
て
い
る
。 

こ
の
際
、
区
域
の
改
善
を
口
実
と
し
て
、
近
距
離
の
料
金
値
上
げ
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
公
社
の
論
議
は
不 

こ
の
こ
と
は
、
公
衆
電
気
通
信
法
第
一
条
「
公
衆
電
気
通
信
役
務
を
合
理
的
な
料
金
で
、
あ
ま
ね
く
、
且
つ
、 

従
つ
て
、
こ
の
問
題
の
是
正
は
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

東
京
二
十
三
区
内
は
、
全
域
が
一
通
話
三
分
以
内
な
ら
十
円
で
通
話
で
き
る
「
単
位
料
金
区
域
」
で
あ
る
。 

 
府
中
市
内
の
電
話
料
金
格
差
是
正
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

府
中
市
内
が
三
つ
の
「
単
位
料
金
区
域
」
に
分
か
れ
た
経
過
に
つ
い
て
。 

二 

政
府
と
し
て
は
、
同
一
市
で
三
つ
の
「
単
位
料
金
区
域
」
に
分
割
さ
れ
て
い
る
状
況
を
是
正
す
べ
き
も
の
と
考 

え
る
か
ど
う
か
。 

三 

府
中
市
内
を
同
一
の
「
単
位
料
金
区
域
」
に
す
る
見
通
し
に
つ
い
て
。 

四 

同
一
の
「
単
位
料
金
区
域
」
に
す
る
ま
で
の
救
済
措
置
に
つ
い
て
。 

右
質
問
す
る
。 


